
 

京都市消防局訓令甲第５号   

各 部   

消防団・自主防災推進室   

消 防 学 校   

各 消 防 署   

京都市消防局液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反処理

規程を次のように定める。 

 令和５年３月２４日 

京都市消防局長 井上 元次   

   京都市消防局液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

違反処理規程 

（目的） 

第１条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律（以下「法」という。）に関する法令違反（以下「違

反」という。）について、その迅速かつ適正な処理を図るため、必要な事項を定

めることを目的とする。 

（用語の定義等） 

第２条 この訓令において、使用する用語は、法において使用する用語の例による

ほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 違反処理 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、登録の取消し、告発、

過料事件の通知又は代執行により、違反の是正を図るための行政上の措置をい

う。 

 ⑵ 警告 違反の事実が認められる事項について、当該違反行為をした者又は当

該違反に係る施設等の関係者（以下「関係者等」という。）に対して当該違反

の是正を促す意思表示をいう。 

 ⑶ 命令 法の規定に基づき、関係者等に対して強制的に違反の是正を促す意思

表示をいう。 

 ⑷ 許可、認定又は登録（以下「許可等」という。）の取消し 法の規定に基づ

き、許可等の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。 



 

 ⑸ 告発 刑事訴訟法の規定に基づき、違反の事実を捜査機関に申告し違反者の

訴追を求める意思表示をいう。 

 ⑹ 過料事件の通知 法第１０４条第１号、第３号又は第４号の規定に基づき、

過料に処せられるべき者として当該者の住所地を管轄する地方裁判所に通知す

ることをいう。 

 ⑺ 代執行 行政代執行法第２条の規定に基づき、義務者が履行すべき行為を命

令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収

することをいう。 

 ⑻ 催告 命令の違反者に対して当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。 

 ⑼ 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的な期限をいう。 

（違反処理の区分） 

第３条 違反処理は、次に掲げる区分による。 

 ⑴ 警告 

 ⑵ 命令 

 ⑶ 許可等の取消し 

 ⑷ 告発 

 ⑸ 過料事件の通知 

 ⑹ 代執行 

（実施主体等） 

第４条 法に基づく違反処理は、消防局長（以下「局長」という。）が行うものと

する。 

２ 局長は、社会公共の安全を確保するため、違反について総合的に情報を把握す

るとともに、これらを精査し、違反処理の厳正かつ公平な執行に努め、積極的に

違反の是正を行うものとする。 

３ 局長は、違反処理の適切な措置の時機を把握する等、違反処理の進行管理を適

正に遂行するものとする。 

（違反処理の留意事項） 

第５条 局長は、次に掲げる事項に留意して違反処理を行わなければならない。 

 ⑴ 違反処理は、公共の安全を確保するため、液化石油ガスによる災害が発生し



 

たときに想定される被害の程度及び違反の内容に着目し、時機を失することな

く厳正かつ公平に行うものであること。 

 ⑵ 違反処理を行った事案については適時に、状況の確認を行い、その是正に努

めること。 

（違反処理の基準） 

第６条 局長は、別に定める京都市消防局液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律違反処理基準により違反処理を行うものとする。 

（違反の調査等） 

第７条 消防職員（以下「職員」という。）は、法に係る違反処理に該当すると認

められる事案を発見し、又は聞知したときは、速やかに局長に報告しなければな

らない。この場合において、局長は、必要があると認めるときは、直ちに消防局

予防部指導課の職員に違反の調査を命じるものとする。 

２ 前項の規定により調査を命じられた職員は、速やかにその結果を局長に報告し

なければならない。 

３ 職員は、違反の調査に際し関係者等に対して質問を行った場合において、局長

が別に定める場合に該当するときは、必要に応じ、その結果を記録しておかなけ

ればならない。 

（処理方針の決定） 

第８条 局長は、違反処理に当たっては、あらかじめ処理の方針を決定しておくも

のとする。 

（違反処理の記録） 

第９条 局長は、違反の内容を常に把握するため、違反処理について必要な事項を

記録しなければならない。 

２ 局長は、違反処理を行ったときは、その都度、当該違反処理の過程を検討し、

必要な事項を記録しておかなければならない。 

（警告） 

第１０条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令又は告発に係る前

段的な措置として警告を行うものとする。 

 ⑴ 違反の事実について関係者等の具体的な是正の意思が認められないとき。 



 

 ⑵ 違反の事実が明白で、かつ、液化石油ガスによる災害が発生するおそれが大

きいと認めるとき。 

２ 前項の警告は、警告書（第１号様式）により関係者等に対して行うものとする。

ただし、緊急に措置する必要があると認めるとき、又は違反事項が速やかに是正

されると認められるときは、局長は、口頭で警告することができる。 

３ 前項ただし書の場合において、局長は必要に応じ事後に前項の警告書を発行す

るものとする。 

（誓約書） 

第１１条 局長は、前条第２項に規定する警告書を発行した場合は、必要に応じ誓

約書（第２号様式）を徴するものとする。 

（命令） 

第１２条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令を行うものとする。 

 ⑴ 第１０条の規定により警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されな

い場合において、液化石油ガスによる災害の防止及び公共の安全の確保のため

特に必要があると認めるとき。 

 ⑵ 違反の内容が命令を必要とするとき。 

２ 前項の命令は、命令書（第３号様式）により関係者等に対して行うものとする。

ただし、緊急に措置する必要があると認めるときは、局長は、口頭で命令するこ

とができる。 

３ 前項ただし書の場合において、局長は原則として事後速やかに前項の命令書を

発行するものとする。 

４ 局長は、法第３７条の７第２項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命

じ、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその

旨を通知するときは、当該特定供給設備に係る使用停止命令通知書（第４号様式）

により行うものとする。 

５ 局長は、第１項の命令のうち、停止又は制限を課す命令について、命令事項の

一部が履行されたこと等により、当該命令を解除する要件が満たされたと認める

場合は、速やかに命令解除通知書（第５号様式）を交付することにより命令を解

除するものとする。 



 

（催告） 

第１３条 局長は、前条の規定により命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を

適時に把握し、履行期限を経過してもなお是正されていないときは、必要に応じ

催告書（第６号様式）を交付して履行の促進を図るものとする。 

（販売事業登録の取消し） 
第１４条 局長は、法第２５条又は第２６条の規定により登録を取り消すときは、

液化石油ガス販売事業登録取消通知書（第７号様式）により行うものとする。 
（保安機関認定の取消し） 
第１５条 局長は、法第３５の３の規定により認定を取り消すときは、保安機関認

定取消通知書（第８号様式）により行うものとする。 
（保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の取消し） 
第１６条 局長は、法第３５条の１０第１項又は第２項の規定により認定を取り消

すときは、認定液化石油ガス販売事業者認定取消通知書（第９号様式）により行

うものとする。 
２ 局長は、法第３５条の１０第１項又は第２項の規定により認定を取り消した場

合において、法第８８条第３項第２号の規定により認定液化石油ガス販売事業者

の認定を取り消した旨を公示するときは、京都市条例の公布等に関する条例第６

条に定めるところにより行うものとする。 
（貯蔵施設等許可の取消し） 
第１７条 局長は、法第３７条の７第１項の規定により許可を取り消すときは、貯

蔵施設等許可取消通知書（第１０号様式）により行うものとする。 
（告発） 

第１８条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、告発を行うものとする。 

 ⑴ 第１０条に規定する警告した事項が、履行期限を経過してもなお履行されな

い場合で、特に必要があると認めるとき。 

 ⑵ 第１２条に規定する命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されな

い場合で、必要があると認めるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の告発は、違反関係書類、現場の写真その他必要な資料を添付したうえ、



 

告発書（第１１号様式）により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合

は、口頭で告発することができる。 

（過料事件の通知） 

第１９条 局長は、次の各号のいずれかに該当し、違反処理の必要があると認める

ときは、別に定める過料事件の通知の手続等により、関係書類を添付して、過料

に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。 

 ⑴ 法第６条（第３５条の４において準用する場合を含む。）、第８条（第３５条

の４において準用する場合を含む。）、第１０条第３項（第３５条の４において

準用する場合を含む。）、第３３条第２項、法第３７条の２第２項、法第３８条

の３、法第３８条の１０第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者を発見し、又は聞知したとき 

 ⑵ 法第３８条の１１の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者を発見

し、又は聞知したとき 

⑶ 法第３８条の１２第１項の規定による記録を作成せず、若しくは虚偽の記録

を作成し、又は当該記録及び当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を

保存しなかった者を発見し、又は聞知したとき 

（代執行） 

第２０条 局長は、命令、告発その他の方法によっては、履行の確保ができず、特

に必要があると認めるときは、代執行を行うものとする。 

２ 局長は、代執行を行う場合は、次に掲げる事項のうち必要と認めるものについ

て、事前に措置するものとする。 

 ⑴ 代執行責任者の指名及び代執行実施担当者の編成 

 ⑵ 作業を請け負わせる者との契約の手続 

 ⑶ 必要な経費の概算額の見積り 

 ⑷ 警察その他関係機関への協力の依頼 

 ⑸ 居住者又は占有者に対する立ち退きの勧告 

 ⑹ 関係者に対する除去物件の引渡しの通告 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項 

３ 前２項の規定により代執行を行うときは、次に掲げる文書を作成するものとす



 

る。 

 ⑴ 戒告書（第１２号様式） 

 ⑵ 代執行令書（第１３号様式） 

 ⑶ 代執行責任者証（第１４号様式） 

 ⑷ 代執行費用納付命令書（第１５号様式） 

 ⑸ 行政代執行実施に伴う協力について（第１６号様式） 

 ⑹ 行政代執行の戒告について（第１７号様式） 

 ⑺ 除去物件引渡通知書（第１８号様式） 

４ 代執行に要した費用の徴収は、京都市会計規則第２７条第１項本文に規定する

納入通知書により行うものとする。 

（弁明の機会を付与する場合の手続） 

第２１条 行政手続法（以下この条において「手続法」という。）第１３条第１項

第２号及び京都市行政手続条例（以下この条において「手続条例」という。）第

１４条第１項第２号に規定する弁明の機会の付与に関する必要な手続は、手続法、

手続条例その他別に定めがあるもののほか、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴ 手続法第３０条又は手続条例第２９条の規定による通知は、弁明の機会の付

与通知書（第１９号様式）により行うものとする。 

 ⑵ 前号に規定する弁明の機会の付与通知書においては、次に掲げる事項につい

て教示するものとする。 

  ア 弁明は、弁明を記載した書面（次号において「弁明書」という。）を提出

することにより行うこと。 

  イ 弁明するときは、証拠書類等を提出することができること。 

  ウ 代理人を選任し、当該代理人に弁明に関する一切の行為を行わせることが

できること。 

  エ 代理人を選任したときは、書面により証明しなければならないこと。代理

人が資格を失ったときも、同様とすること。 

 ⑶ 局長は、前号に規定する弁明書の提出があったときは、弁明の内容を審査し、

不利益処分又は不利益処分の留保を決定するものとする。市長に弁明書の提出

があったときも、同様とする。 



 

（送達） 

第２２条 局長は、第１０条第２項の警告書、第１２条第２項の命令書、第１４条

から第１７条までの取消通知書、第２０条第３項の戒告書、代執行令書又は代執

行費用納付命令書を発行するときは、被送達者に直接交付するとともに、受領書

（第２０号様式）を徴するものとする。 

２ 前項に掲げる文書を受領の拒否その他の理由により直接交付することができな

い場合は、郵便法第４４条に規定する配達証明又は内容証明の郵便物として郵送

するものとする。 

３ 被送達者の住所又は居所が明らかでないため前項の規定によることができない

場合であって、特に必要があると認めるときは、文書の内容を京都市条例の公布

等に関する条例第６条の規定により公示するものとする。 

（教示） 

第２３条  局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政不服審査法（以下

この条において「審査法」という。）及び行政事件訴訟法（第６号を除く。）の

定めるところにより必要な教示をするものとする。 

 ⑴ 命令書により命令するとき。 

 ⑵ 第１４条から第１７条までの取消通知書により許可等を取り消すとき。 

 ⑶ 戒告書により代執行の戒告をするとき。 

 ⑷ 代執行令書により代執行の通知をするとき。 

 ⑸ 代執行費用納付命令書により費用の納付を命じるとき。 

 ⑹ 審査法第８２条第２項の規定に基づき、利害関係人から請求があったとき。 

（施行の細目） 

第２４条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行

に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。



 

第１号様式（第１０条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

 

（住 所） 

（氏 名）          様 

 

京都市消防局長     印   

 

 

警告書 

 

所在地又は行為の場所 

名称又は行為の内容 

 

上記           について、別紙（下記）のとおり履行するよ

う警告する。 

なお、警告事項に対する是正計画を記入した誓約書を、   までに京都市長

に提出すること。 



 

第２号様式（第１１条関係） 

年  月  日   

 

誓約書 

 

（宛先）京都市長 

 

住所            

氏名        ㊞   

 

年  月  日付け発消 第   号の警告書により下記の   

についての違反事項を是正するよう警告されたことについては、下記の是正

計画のとおり履行します。 

 

記 

 

 １ 所在地又は行為の場所 

２ 名称又は行為の内容 

３ 是正計画 



 

第３号様式（第１２条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）           様 

 

  京都市長     印   

 

命令書 

 

所在地又は行為の場所 

名称又は行為の内容 

 

上記        について、        と認めるので、液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律     の規定に基づき下記

のとおり命令する。 

なお、この命令に従わないときは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律     の規定により      ことがある。 

 

記 

１ 命令事項 

 

２ 命令の理由 

 

 

（教示） 

 この処分に不服がある場合の救済の方法を記載すること。 



 

第４号様式（第１２条関係） 

特定供給設備に係る使用停止命令通知書 

               様 
        発消 第   号 

         年  月  日 

 京都市長       印 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３７条の７第２

項の規定に基づき、次のとおり特定供給設備の使用の停止を命じたので通知しま

す。 

使用の停止を

命じた販売事

業者 

名 称  

所 在 地  

使用の停止を

命 じ た 

特定供給設備 

販売所 

名 称  

所在地  

所 在 地  

設置又は変更の

許可年月日及び番号 
  年  月  日 第   号 

命 令 の 内 容 及 び 理 由  

そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項  

担 当 者 
京都市消防局 予防部指導課 

階級      氏名          

 



 

第５号様式（第１２条関係） 

発消 第     号   

年  月  日   

 

 

（住 所） 

（氏 名）          様 

 

京都市長     印   

 

命令解除通知書 

 

年  月  日付け京都市達 第   号による命令については、下記

の理由によりこれを解除する。 

 

記 

 

解除の理由 

 



 

第６号様式（第１３条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

 

 

（住 所） 

（氏 名）          様 

 

京都市長      印   

 

催告書 

 

あなたは、    年  月  日付け京都市達 第   号命令書をもっ

て命令した事項について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。



 

第７号様式（第１４条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

液化石油ガス販売事業者登録取消通知書 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律    の規定

に該当するため、同条の規定により下記のとおり登録を取り消す。 

 

記 

 

１ 所在地又は行為の場所 

 

２ 登録年月日及び登録番号 

 

３ 違反の事実 

 

 

（教示） 



 

第８号様式（第１５条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

保安機関認定取消通知書 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３５条の３の

規定に該当するため、同条の規定により下記のとおり認定を取り消す。 

 

記 

 

１ 所在地又は行為の場所 

 

２ 認定年月日及び認定番号 

 

３ 違反の事実 

 

 

 

（教示） 



 

第９号様式（第１６条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

認定液化石油ガス販売事業者認定取消通知書 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３５条の１０

第 項の規定に該当するため、同項の規定により下記のとおり許可を取り消す。 

 

記 

 

１ 所在地又は行為の場所 

 

２ 認定年月日及び認定番号 

 

３ 違反の事実 

 

 

 

（教示） 



 

第１０号様式（第１７条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

貯蔵施設等許可取消通知書 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３７条の７第

１項の規定に該当するため、同項の規定により下記のとおり許可を取り消す。 

 

記 

 

１ 所在地又は行為の場所 

 

２ 許可年月日及び許可番号 

 

３ 違反の事実 

 

 

 

（教示） 



 

第１１号様式（第１８条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

 

 

             様 

 

 

  京都市長     印   

 

告発書 

 

下記の犯罪があると思料するので、刑事訴訟法第２３９条第２項の規定に基

づき関係資料を添えて告発します。 

 

 

記 

 

１ 被告発人 

２ 罪名及び適用法条 

３ 犯罪の事実 

４ 証拠となるべき資料 

５ 犯罪の情状 

６ 意見 



 

第１２号様式（第２０条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

戒告書 

 

所在地又は行為の場所 

名称又は行為の内容 

 

年  月  日付け京都市達 第   号命令書により    年  月  

日までに   するよう命令したが、いまだ履行されていない。 

ついては、   年  月  日までに履行されないときは、行政代執行法第２

条の規定に基づき、代執行により   を   するので、同法第３条第 1 項の規

定に基づきこの旨あらかじめ戒告する。 

なお、上記代執行に要する費用は、同法第２条の規定に基づきあなたから徴収す

る。 

 

 

 

（教示） 



 

第１３号様式（第２０条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

代執行令書 

 

所在地又は行為の場所 

名称又は行為の内容 

 

行政代執行法第３条第２項の規定に基づき、上記   の代執行につ

いて、下記のとおり通知する。 

 

記 

 

１ 代執行日時 

２ 代執行責任者の職及び氏名 

３ 代執行に要する費用の概算見積額 

 

 

（教示） 



 

第１４号様式（第２０条関係） 

 

代執行責任者証 

 

（代執行責任者） 

 階級 

 氏名 

 

 

上記の者は、   年  月  日付け代執行令書京都市達 第  号をもって

通知した代執行責任者であることを証する。 

 

 

年  月  日   

 

京都市長     印   



 

第１５号様式（第２０条関係） 

京都市達  第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

代執行費用納付命令書 

 

行政代執行法第５条の規定に基づき、   年  月  日付け代執行令書

京都市達 第  号により通知し、   年  月  日に実施した代執行

の費用を下記により納入することを命令する。 

なお、下記の期日までに納入されないときは、行政代執行法第６条第１項の

規定に基づき、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。 

 

記 

 

１ 納入すべき金額 

２ 納入方法 

３ 納入期限 

 

 

（教示） 



 

第１６号様式（第２０条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

           様 

京都市長     印   

 

 

行政代執行実施に伴う協力について（依頼） 

 

行政代執行法第２条の規定に基づき下記のとおり代執行を実施する予定で

すので、   について御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 所在地又は行為の場所 

２ 名称又は行為の内容 

３ 事業等の区分 

４ 代執行の内容 

５ 代執行の予定時期 

６ 代執行責任者 

７ 連絡先 



 

第１７号様式（第２０条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

           様 

 

京都市長     印   

 

行政代執行の戒告について（通知） 

 

あなたが占有する下記の    に係る    の代執行について、別紙

のとおり戒告したから通知します。 

ついては、速やかに（    年  月  日までに）      よう

勧告します。 

 

記 

 

１ 所在地又は行為の場所 

２ 名称又は行為の内容 

 



 

第１８号様式（第２０条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

 

除去物件引渡通知書 

 

年  月  日付け代執行令書京都市達 第  号に基づく代執行

により除去した下記の物件を   年  月  日までに引き取ってくだ

さい。 

なお、上記の期限までに引取りのない場合は、当該物件について適当な措

置を採るので御承知ください。 

 

記 

 

１ 物件の表示 

２ 引渡場所 



 

第１９号様式（第２１条関係） 

発消 第   号   

年  月  日   

（住 所） 

（氏 名）          様 

京都市長     印   

弁明の機会の付与通知書 

 

所在地又は行為の場所 

名称又は行為の内容 

 

上記      について不利益処分を行うに当たり、行政手続法第１３条第１

項第２号（行政手続条例第１４条第１項第２号）の規定により弁明の機会を付与し

ますので、同法第３０条（同条例第２９条）の規定に基づき下記の事項について通

知します。 

なお、弁明をするときは、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出

してください。 

記 

 

１ 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 

２ 不利益処分の原因となる事実 

３ 弁明書の提出先及び提出期限 

⑴ 提出先 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０－２ 

京都市消防局予防部指導課 

⑵ 提出期限    年  月  日 

 

（教示） 

１ 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができます。 

２ 弁明を行うに当たり、代理人を選任することができます。この場合にお

いては、代理人を選任した旨の書面を提出してください。 

なお、選任した代理人を解任するときも、同様とします。 



 

第２０号様式（第２２条関係） 

 

受領書 

 

（宛先）京都市長 

 

住 所              

氏 名          ㊞   

 

 

年  月  日付け発消 第  号警告書（命令書、液化石油ガス販売

事業者登録取消書、保安機関認定取消書、液化石油ガス販売事業者認定取消通

知書、貯蔵施設等許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書）

を   年  月  日に受領しました。 

（消防局予防部指導課） 


